
 

広報わたりへの広告掲載に関する取り扱い基準 

（趣旨） 

第１条 この基準は亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱（令和４年亘理町告示第１

２号。以下「要綱」という。）第２条第１号に掲げる広告媒体のうち町が発行する広報わ

たり（以下「広報紙」という。）に広告を掲載するにあたり、必要な事項を定める。 

（広告掲載の規格及び位置） 

第２条 広告掲載の規格及び位置は、別表第１のとおりとする。ただし、号外発行又は増

頁等の場合は、その編集状況に応じ、企画課長が適宜処理する。 

（広告の原稿及び版下の作成） 

第３条 広告は、広告主等が作成するものとする。 

（広告掲載料の不還付） 

第４条 要綱第 11条第 2号の規定に基づき、広告主から広告掲載の申込み取消しがあった

ときは、広告掲載料の還付を行うこととなっているが、この場合、既に広告を掲載する

頁の編集に着手しているときは、還付しないものとする。 

（発行の中止） 

第５条 印刷後に広告の掲載が中止となった場合においても、広告を掲載したまま発行す

る。ただし、広告の内容が不適切と認められるときは、広報紙の発行を中止する。 

（その他） 

第６条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。 

附 則 

１ この基準は、令和８年４月１日から施行する。 



 

別表第１（第２条関係） 

１．「広報わたり」広告掲載の規格 

 

２．「広報わたり」広告掲載の位置 

 

３．「広報わたり」広告掲載の売り払い枠 

 

備 考 

１ ２号及び３号広告、４号広告は基本２色ページとなるが、ページの構成上カラーペ

ージとなる場合もある。 

２ ４号広告については、広告代理店等に営業等の委託をせず町で随時募集するものと

し、「広報わたり」の催しや募集等の暮らしの情報のほか、リコール等企業の責任で安

全等を呼びかける記事、町内産業の育成に係る記事、その他町長が必要と認めたもの

を掲載する。また、記事の上部に広告である旨を表示し、掲載箇所及び掲載する号は

町が決定する。 

 

区 分 広告の大きさ 印刷色 

１号広告 日本産業規格Ａ４版の１/４ページ相当 カラー印刷 

２号広告 縦 4.3ｃｍ×横 17.0ｃｍ 

２色印刷 

３号広告 縦 4.3ｃｍ×横 8.2ｃｍ 

４号広告 

有料記事 

（見出し＋本文１５０字程度※連絡先含

む） 

区 分 位 置 

１号広告 最終ページ 

２号広告 基本的には、最終ページの１ページ手前及び２ページ手前の最下部に掲

載するが、ページの構成により変更となる場合もある。 ３号広告 

４号広告 ページの構成により決定する。 

区 分 枠 数 月 数 

１号広告 
４枠 ９ヵ月 

２枠 ３ヵ月 

２号広告 １枠 １２ヵ月 

３号広告 ２枠 １２ヵ月 

４号広告 随時募集 随時募集 



 

参考 

 １ 広報わたり１２月号（令和７年１２月１日発行）発行部数 

   １４，１００部 

 ２ 配布対象 

   亘理町内に住民登録をしている全世帯等 

（世帯数：１３，５８８世帯※令和７年１０月３１日現在） 


